
 

 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則 

 

（
平
成
十
九
年
二
月
一
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
則
第
十
六
号
） 

 

 
(

趣
旨)

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
単
身
赴

任
手
当
の
支
給
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
や
む
を
得
な
い
事
情)

 

第
二
条 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。 

一 

配
偶
者
が
疾
病
等
に
よ
り
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
職
員
若
し
く
は
配
偶
者
の
父
母
又
は
同
居
の
親
族
を
介

護
す
る
こ
と
。 

二 

配
偶
者
が
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
施
設
に
在
学

し
て
い
る
同
居
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
。 

三 

配
偶
者
が
引
き
続
き
就
業
す
る
こ
と
。 

四 

配
偶
者
が
職
員
又
は
配
偶
者
の
所
有
に
係
る
住
宅
（
広
域
連
合
長
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
住
宅
を
含
む
。
）
を
管
理

す
る
た
め
、
引
き
続
き
当
該
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
。 

五 

配
偶
者
が
職
員
と
同
居
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
前
各
号
に
類
す
る
事
情 

（
通
勤
困
難
の
基
準
） 

第
三
条 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
本
文
及
び
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
す
る
。 

一 

広
域
連
合
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 



 

 

二 

広
域
連
合
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
通
勤
距
離
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
で
、
通
勤
方
法
、

通
勤
時
間
、
交
通
機
関
の
状
況
等
か
ら
前
号
に
相
当
す
る
程
度
に
通
勤
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

（
加
算
額
等
） 

第
四
条 
条
例
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
交
通
距
離
の
算
定
は
、
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
通
常
の
交
通

の
経
路
及
び
方
法
に
よ
る
職
員
の
住
居
か
ら
配
偶
者
の
住
居
ま
で
の
経
路
の
長
さ
に
つ
い
て
、
広
域
連
合
長
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
距
離
は
、
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
交
通
距
離
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。 

一 

百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

六
千
円 

二 

三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

一
万
二
千
円 

三 

五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
七
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

一
万
八
千
円 

四 

七
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
九
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

二
万
四
千
円 

五 

九
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
万
円 

六 

千
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

三
万
五
千
円 

七 

千
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満 

四
万
円 

八 

千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上 

四
万
五
千
円 

（
権
衡
職
員
の
範
囲
） 

第
五
条 

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

一 

派
遣
（
条
例
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
派
遣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規

定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
派
遣



 

 

の
直
前
の
住
居
か
ら
広
域
連
合
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
職
員
以
外
の
職
員
で
当
該
派
遣
の
直
後
に
広
域
連
合
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
広

域
連
合
長
が
認
め
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

二 
派
遣
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
準
じ
て
広
域
連
合
長
の
定
め
る
事
情
（
以

下
単
に
「
広
域
連
合
長
の
定
め
る
事
情
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
限
る
。
）
で
、
当
該
派

遣
の
直
前
の
住
居
か
ら
広
域
連
合
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
（
広
域
連
合
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
も
の
を
含

む
。
）
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

三 

派
遣
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
た
後
、
広
域
連
合
長
の
定
め
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
派
遣
の
直
前
に
同
居
し
て

い
た
配
偶
者
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
っ
て
は
、
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
。
以
下
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
別
居
が
当
該
派
遣
の
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
以
内
に
生
じ
た
職
員
に
限
る
。
）
で
、
当
該
別
居
の
直
後
の
配
偶
者
等
の
住
居
か
ら
広
域
連
合
に
通
勤
す
る
こ

と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
広
域
連
合
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住

居
を
移
転
し
て
配
偶
者
等
と
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
も
の
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
単
身
で

生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

四 

派
遣
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
っ
て
は
、
広

域
連
合
長
の
定
め
る
事
情
）
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
派
遣
の
直

前
の
住
居
か
ら
広
域
連
合
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
（
広
域
連
合
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
も
の
を
含
む
。
）
の

う
ち
、
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
み
と
同
居
し
て
生
活
す
る
こ
と
を

常
況
と
す
る
職
員 



 

 

五 

派
遣
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
た
後
、
広
域
連
合
長
の
定
め
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
派
遣
の
直
前
に
同
居
し
て

い
た
配
偶
者
等
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
当
該
別
居
が
当
該
派
遣
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
生
じ
た
職

員
に
限
る
。
）
で
、
当
該
別
居
の
直
後
の
配
偶
者
等
の
住
居
か
ら
広
域
連
合
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基

準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
広
域
連
合
に
お
け
る
職
務
の
遂
行
上
住
居
を
移
転
し
て
配
偶
者
等
と

同
居
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
広
域
連
合
長
が
認
め
る
も
の
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
満
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
の
み
と
同
居
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員 

六 

そ
の
他
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
広
域
連
合
長
の
定
め
る
職
員 

(

支
給
の
調
整)

 

第
六
条 

職
員
の
配
偶
者
が
単
身
赴
任
手
当
又
は
国
、
他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
こ
れ
に
相
当
す
る
手
当
の
支
給
を
受
け

る
場
合
に
は
、
そ
の
間
、
当
該
職
員
に
は
単
身
赴
任
手
当
は
支
給
し
な
い
。 

（
届
出
） 

第
七
条 

新
た
に
条
例
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
職
員
は
、
当
該
要
件
を
具
備

し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
様
式
の
単
身
赴
任
届
に
よ
り
、
配
偶
者
等
と
の
別

居
の
状
況
等
を
速
や
か
に
広
域
連
合
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

単
身
赴
任
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
住
居
、
同
居
者
、
配
偶
者
等
の
住
居
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様

と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
添
付
す
べ
き
書
類
は
、
届
出
後
速
や
か

に
提
出
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
。 

（
確
認
及
び
決
定
） 



 

 

第
八
条 

広
域
連
合
長
は
、
職
員
か
ら
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
を
確
認

し
、
そ
の
者
が
条
例
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
単
身

赴
任
手
当
の
月
額
を
決
定
し
、
又
は
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
を
決
定
し
、
又
は
改
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
事
項
を

広
域
連
合
長
が
定
め
る
様
式
の
単
身
赴
任
手
当
認
定
簿
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
） 

第
九
条 

単
身
赴
任
手
当
の
支
給
は
、
職
員
が
新
た
に
条
例
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に

至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
職
員
が
同

条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
っ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
が
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

単
身
赴
任
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た

だ
し
書
の
規
定
は
、
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
事
後
の
確
認
） 

第
十
条 

広
域
連
合
長
は
、
現
に
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
職
員
が
条
例
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
職
員

た
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
及
び
単
身
赴
任
手
当
の
月
額
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
随
時
確
認
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

広
域
連
合
長
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
に
対
し
配
偶
者
等
と
の
別
居
の

状
況
等
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
雑
則)

 



 

 

第
十
一
条 

こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
広
域
連
合
長
が
定
め
る
。 

附 

則 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

 
 


